
平成 30年北海道胆振東部地震にかかる救護活動(３) 

（平成 30年 10月 12日） 

本年９月６日(土)午前３時８分頃に発生した「平成 30年北海道胆振東部地震」において、日本赤十字

社では発災直後から情報収集や連絡調整にあたるとともに、現地対策本部を設置して被災地でのニーズ

にあわせて迅速に活動しておりましたが、本日をもって全ての活動が終了したことをご報告いたします。 

函館赤十字病院でも、これまでに救護班１個班、こころのケア班２班、現地災害対策本部要員２名が

「被災者に寄り添う」活動をし、その任務を終えて帰院しております。 

日本赤十字社では、引き続き下記のとおり義援金を受け付けているほか、当院の窓口等でも受け付け

ておりますので、医事課窓口にお尋ねください。 

 

（１）救護班等の活動 

日本赤十字社では、北海道庁からの被害情報をもとに、特に被害の大きい厚真町を中心にアセス

メントを行い、災害対策本部からの要請を受け、救護班や DMAT（災害派遣医療チーム）を派遣し、

保健医療ニーズの調査や巡回診療等を行いました。地元医療機関が再開し、医療ニーズが減少して

きたことから、DMAT は９月 11 日をもって活動を終了し、救護班及び日赤災害医療コーディネー

トチームについては、地元医療機関等への引継ぎを行い９月 20日に活動を終了しました。 

（２）こころのケア班の活動 

 被災者支援とともに行政職員等の支援者支援も実施するなど、支援者支援として、安平町役場、

鵡川町役場、鵡川町穂別総合支所、厚真町総合ケアセンターにリフレッシュルームを開設しており

ました。救護班の活動が終了した後も活動が続いておりましたが、10月 12日をもって全ての活動

が終了しました。 

（３）義援金の受付 

日本赤十字社では、引き続き以下のとおり義援金を受け付けています。お寄せいただいた義援金

は、被害状況に応じて按分され、北海道に設置された義援金配分委員会を通じ、全額を被災された

皆様にお届けします。 

① 災害義援金名称及び受付期間 

「平成 30 年北海道胆振東部地震災害義援金」 

平成 30 年９月 11 日（火）～平成 31 年３月 31 日（日） 

② 協力方法 

ア．郵便振替（日本赤十字社本社での受付） 

ゆうちょ銀行・郵便局 

口座記号番号 00130-1-673591 

口座加入者名 「日赤平成 30 年北海道胆振東部地震災害義援金」 

※窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。（ATM による通常払込み及びゆうち

ょダイレクトをご利用の場合は、所定の手数料がかかります。） 

※ゆうちょ銀行・郵便局での受付は平成 31 年 3 月 29 日（金）までとなります。 

※窓口でお受け取りいただきました半券は、受領証に代えることができます。（寄付金控除申

請の際にご利用いただけるので、大切に保管してください。） 

イ．銀行振込（日本赤十字社本社での受付） 

・三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787533 

・三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105541 



・みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620413 

※口座名義はいずれも「日本
に ほ ん

赤十字社
せきじゅうじしゃ

」 

※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

※受領証の発行をご希望の方は、インターネットから事前にご登録のうえお振込みください。

事前登録画面で「受領証要」を選択されると、後日ご登録のご住所に郵送いたします。 

※事前登録が行えないなどの場合には、受領証の発行を希望される旨を日本赤十字社パート

ナーシップ推進部あてご連絡ください。 

[担当窓口] 日本赤十字社本社 パートナーシップ推進部 

TEL：03-3437-7081  FAX：03-3432-5507 

（ウ）銀行振込（日本赤十字社北海道支部での受付） 

・北洋銀行 札幌南支店 普通預金 口座番号 4627670 

・北海道銀行 本店営業部 普通預金 口座番号 3286280 

・北海道信用金庫 本店営業部 普通預金 口座番号 4345190 

※口座名義はいずれも「北海道災害義援金募集委員会 会長 伊藤
い と う

 義郎
よしろう

」 

※上記指定金融機関（本支店間）を利用した場合の送金手数料は免除されます。 

※受領証発行を希望の場合は、住所・氏名（受領証のあて名）・電話番号・寄付日・寄付額・

振込人名・振込金融機関名（支店名迄）を日本赤十字社北海道支部あてご連絡ください。 

[担当窓口]日本赤十字社北海道支部 組織振興課 

TEL：011-231-7126  FAX：011-231-7128 


